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補助金補助金補助金補助金等等等等に関する基本指針に関する基本指針に関する基本指針に関する基本指針    

 

 善通寺市は、団体等への補助金等の交付等に関して統一的かつ基本的な考え方につい

て改めて整理するために、本指針を策定するものである。 

 本指針に基づく取組みにより、補助金等交付に関する公平性・透明性を高めるととも

に、補助金等に特化した検証の仕組みを作ることで、補助金等執行の更なる適正化を図

っていくものとする。 

  

ⅠⅠⅠⅠ    共通事項共通事項共通事項共通事項    

    １１１１    目的目的目的目的    

   本指針は、善通寺市補助金等交付規則（平成５年１２月１日規則第２８号。以

下「規則」という。）の規定に基づき団体等に対して補助金等を交付する際の基準

等を定めることにより、補助金等交付の適正な執行を推進することを目的とする。 

 

 ２２２２    定義定義定義定義    

   本指針における補助金等とは、法令等（国等の規定・要綱等）に基づき交付す

るもの以外の市単独の補助金又は交付金をいう。ただし、個人に対して交付する

ものは除く。 

   また、本指針でいう団体等とは、補助金等の交付先として特定されている団体及

び法人をいう。 

  ※ 市の歳出予算の１９節における補助及び交付金は、次のとおりとする。 

① 補助金････市が、特定の事業、活動を助長・奨励するために公益上の必要性を

認めた場合に、対価なくして支出するもの 

② 交付金････本来、市が行うべき事務を、法令、条例等により、団体や組合等に

委託する場合において、当該事務処理の報償として支出するもの 

 

 ３３３３    補助金補助金補助金補助金等等等等の交付対象団体の交付対象団体の交付対象団体の交付対象団体    

   市は、次に掲げる団体等以外の団体等に対して、本指針の規定への適合を検証

した上で、補助金等を交付することができる。 

① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第 

２条第２号に規定する暴力団  

② その他補助金等の交付対象として適切ではないと市長が判断した団体等 

 

 ４４４４    交付要綱の整備交付要綱の整備交付要綱の整備交付要綱の整備        

   個々の補助金等の交付にあたっては、交付の目的や手続き等の明確化を図るた

め、本指針の規定を踏まえ、交付要綱を整備することとする。ただし、次の各号

に掲げるものは、この限りでない。 
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⑴ 行事等の開催に当たり設置される実行委員会等に対して、単年度限り交付する

補助金等 

⑵ 事務又は事業を円滑に実施するために、期間を限定して設置される協議会等に

対して交付する補助金等 

⑶ その他市長が認めた補助金等 

 

   交付要綱の規定内容については、常に検証を行い、実態に合わせ適宜改正するこ

ととする。 

   なお、交付要綱には、次に掲げる規定を設けるほか、個々の補助金等の内容に応

じて、必要な規定を加えることとする。 

⑴ 目的・・・・・・・補助金等の交付目的 

⑵ 補助対象事業・・・補助金等の対象事業、対象団体の内容 

⑶ 補助対象経費・・・補助金等の対象経費、対象外経費の内容 

⑷ 補助金等の交付額・・交付額の算定方法（補助率、補助単価、補助基準額） 

 

   

５５５５    市及び団体等の責務市及び団体等の責務市及び団体等の責務市及び団体等の責務    

  市長は、補助金等が市民から徴収された貴重な税金等を財源としていることに留意

し、予算、法令及び本指針の規定に従って、補助金等が果たしている公益上の役割、

効果等について常に検証を行い、適正な執行を徹底しなければならない。特に、所管

課においては、補助団体の予算、決算等の内容を十分に把握し、市民に説明できるよ

うに、審査の上事務処理を行うこととする。  

  団体等は、補助金等が市民から徴収された貴重な税金等を財源としていることに留

意し、補助事業の目的の達成に向けて、誠実に取り組まなければならない。また、補

助事業の遂行にあたっては、団体等が自ら積極的に資金確保に努める等、自立性を持

った運営に努めるものとする。 

 

６６６６    透明性の確保透明性の確保透明性の確保透明性の確保    

  市民への説明責任を果たすため、補助金等執行の透明性を確保するものとする。 

 

７７７７    補助金等審査委員会補助金等審査委員会補助金等審査委員会補助金等審査委員会    

  市は、別に定める善通寺市補助金等審査委員会（以下「委員会」という。）におい

て、新たな補助金等や既存の補助金等に係る指針への適合や交付額などを検証すると

ともに、指針の運用に関する審査を行う。  

 

８８８８    その他その他その他その他    

  本指針の規定内容については、必要に応じて、適宜見直しを行うものとする。 
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ⅡⅡⅡⅡ    交付に関する交付に関する交付に関する交付に関する事項事項事項事項 

    １１１１    交付の要件交付の要件交付の要件交付の要件    

   団体等への補助金等は、次に掲げる要件に該当するとともに、政策目的達成の

ために必要不可欠であると、市が判断した場合に交付できるものとする。 

 

⑴⑴⑴⑴    公益性公益性公益性公益性     

補助金等の交付対象となる団体等の活動や事業が、以下のいずれかに該当し、

市の行政目的の達成に資するものであること。 

① 市民生活の安全・安心の確保に寄与するもの 

② 住民自治の向上に寄与するもの 

③ 文化、産業、観光の振興に寄与するもの 

④ 高齢者、障害者等の福祉の増進に寄与するもの 

⑤ 保健衛生、医療の増進に寄与するもの 

⑥ 自然環境対策及び資源リサイクルの推進に寄与するもの  

⑦ 地域のまちづくりの推進に寄与するもの 

⑧ 学校教育の振興に寄与するもの 

⑨ 児童及び青少年の健全な育成に寄与するもの 

⑩ 生涯学習又はスポーツの振興に寄与するもの 

⑪ その他公益の増進に寄与するもの 

    

⑵⑵⑵⑵    効果効果効果効果性性性性    

① 市の行政目的の達成に向けて、補助金等の交付による効果や成果が期待

できるもの 

②  事業活動の目的・視点・内容などが社会経済情勢に合致しているもの 

③  市民と行政の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動であるもの 

 

⑶⑶⑶⑶    必要性必要性必要性必要性    

①  市民のニーズが高く、優先的に実施する必要があるもの 

②  社会経済情勢や他の自治体の取組み状況などから優先的に実施する必要

があるもの 

 

⑷⑷⑷⑷    適格性適格性適格性適格性    

① 団体等の活動や事業が、交付する補助金等の目的と合致していること。 

② 団体等における補助金等の使途が明瞭かつ適正であること。 

③ 団体等の事業決算における繰越金又は余剰金の額が、市から交付される

補助金等の額から判断して妥当であること。 
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    ２２２２    補助金補助金補助金補助金等等等等の種別の種別の種別の種別    

   補助金等は、次の定義により、大きく事業費補助と団体運営費補助に分類する。 

   補助金等の交付にあたっては、事業費補助を原則とする。団体運営費補助を交付

する場合は、団体の役割及び支援する条件を定めた上で補助を行うものとする。 

   なお、同一の団体等に対して、事業費補助と団体運営費補助を重複して交付しな

いこととする。ただし、市長が認めた場合は、交付できるものとする。 

 

⑴⑴⑴⑴    事業費補助事業費補助事業費補助事業費補助    

   団体等の活動や事業の目的に公益性があると認定したうえ、当該団体等が行う

個別の事業に必要な経費の一部を補助するもの。 

    補助の内容や性質等から、次のとおり分類し整理する。 

 

①①①① 市政推進補助市政推進補助市政推進補助市政推進補助    

((((ｱｱｱｱ))))    行政サービス補完・代替型行政サービス補完・代替型行政サービス補完・代替型行政サービス補完・代替型    

     市の施策を推進する上で、行政サービスを補完又は代替する取組みを行う

団体等に対して、補助金等という手段を活用し、支援することで、より効果

的・効率的な事業推進が図られる場合に補助するもの。 

 

((((ｲｲｲｲ))))    実行委員会方式型実行委員会方式型実行委員会方式型実行委員会方式型    

     市の施策を推進する上で、実行委員会を設置し、事業をより効果的・効率

的に実施する場合に補助するもの。 

 

②②②② 奨励補助奨励補助奨励補助奨励補助    

団体等が自主的に実施する事業（活動）で、市が公益性等の高いものと認定

し、奨励する場合に補助するもの。 

 

⑵⑵⑵⑵    団体運営費補助団体運営費補助団体運営費補助団体運営費補助    

団体等の活動や事業の目的に公益性があると認定した上で、当該団体等の運営

に必要な経費（事務費、会議費など）の一部を補助するもの。 

    事業費補助を原則としているから、団体運営費補助については、市政を補完す

る活動を行う団体等に対し、団体の役割及び支援する条件を定めた上で補助する

ものとする。 

    なお、市政を補完する活動を行う団体等とは、政策目的の達成のために不可欠

な活動を行う団体等であり、かつ、その活動を代替する団体が見当たらない場合

における当該団体等をいう。 
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    ３３３３    補助金補助金補助金補助金等等等等交付額の明確化交付額の明確化交付額の明確化交付額の明確化    

   

            団体等が当該補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、補助金等の交

付額の算定根拠となる、補助対象経費、算定方法（補助率、補助単価等）及び交付

限度額等について基本的な考え方を整理し、補助金等の交付額の明確化を図るもの

とする。 

なお、個々の補助金等の算定根拠については、本指針を踏まえ、交付要綱の中で

具体的に明示するよう努めるものとする。 

 

⑴⑴⑴⑴    補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費    

①①①①    事業費補助事業費補助事業費補助事業費補助    

団体等が当該補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、Ⅱ－１（交付

の要件）に照らし、補助対象とすることが妥当であると認められる経費 

 

②②②②    団体運営費補助団体運営費補助団体運営費補助団体運営費補助    

団体等の活動や事業の目的を達成するため、当該団体等の運営に必要な経費

（事務費、会議費など）のうち、Ⅱ－１（交付の要件）に照らし、補助対象とす

ることが妥当であると認められる経費 

 

⑵⑵⑵⑵    補助金補助金補助金補助金等等等等交付額の算定交付額の算定交付額の算定交付額の算定基準基準基準基準    

補助金等の額の算定にあたっては、補助率、補助単価、交付限度額などを設定

し、算定基準の明確化を図ることとする。    

①①①①    算定方法算定方法算定方法算定方法    

補助金等の額の算定にあたっては、次のいずれかの方法によることとする。 

      ((((ｱｱｱｱ))))補助率を用いた算定補助率を用いた算定補助率を用いた算定補助率を用いた算定    

     補助率は、団体等との協働の観点から原則２分の１以内とする。設定した

補助率は、設定の考え方を明確にすることとする。  

     補助金等の額は、市が補助率に基づき算定した額と、あらかじめ定めた交付

限度額とを比較して、いずれか低い額とする。 

   ((((ｲｲｲｲ))))補助単価、補助基準を用いた算定補助単価、補助基準を用いた算定補助単価、補助基準を用いた算定補助単価、補助基準を用いた算定    

     補助単価など市が定める基準については、補助対象事業の範囲や内容に対

応したものとする。設定した補助単価などは、設定の考え方を明確にするこ

ととする。 

     補助金等の額は、市が定めた基準により算定した額と、あらかじめ定めた交

付限度額とを比較して、いずれか低い額とする。 

   ((((ｳｳｳｳ))))その他その他その他その他    

     補助金等の額が、補助対象経費と同額程度となる市政推進補助（実行委員

会方式型）や、政策目的を達成するため特段の事由があると認められる場合
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は、(ｱ)(ｲ)の規定によらず、補助金等の額を算定することができる。 

         

②②②②    交付限度額の設定交付限度額の設定交付限度額の設定交付限度額の設定    

補助金等の額については、交付限度額を定めるものとする。 

 

  ⑵⑵⑵⑵    補助対象外経費補助対象外経費補助対象外経費補助対象外経費    

別表「対象外経費」のとおりとする。 

 

    ４４４４    新たな補助金等の取扱い新たな補助金等の取扱い新たな補助金等の取扱い新たな補助金等の取扱い    

   新たに補助金等を交付する場合は、所管課において、団体等が提示する事業計

画の精度や、本指針との適合等を十分に検証するものとする。検証にあたっては、

財政状況等を踏まえ、事業のスクラップ・アンド・ビルドの視点を活用するなど、

政策課と協議のうえ補助金等の総額（規模）を考慮するものとする。 

   また、既存の補助金等を交付する場合や、補助率の見直しを行うなど既存の補助

制度の改定を行う場合においても、同様の視点により、本指針との適合等を十分に

検証するものとする。 

 

 ５５５５    補助金補助金補助金補助金等等等等の執行状況の公表の執行状況の公表の執行状況の公表の執行状況の公表    

   Ⅰ－６（透明性の確保）の規定に従い、市長は、毎年度、団体等の実態及び規則

第 7 条の規定に基づき提出のあった実績報告に関する書類を、市のホームページ

へ掲載し、又は閲覧に供することにより市民への説明責任を十分に果たすものと

する。 
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ⅢⅢⅢⅢ    検証に検証に検証に検証に関する事項関する事項関する事項関する事項         

 １１１１    検証の方法検証の方法検証の方法検証の方法    

   個々の補助金等の検証（補助金等の新設を含む）にあたっては、所管課及びⅠ

－７による審査委員会において、つぎのとおり、Ⅱ－１（交付の要件）に規定す

る項目等への適合を検証するものとする。 

 

⑴⑴⑴⑴ 補助金補助金補助金補助金等等等等の定期検証の定期検証の定期検証の定期検証    

①①①①     所管課における検証所管課における検証所管課における検証所管課における検証－１年ごとに－１年ごとに－１年ごとに－１年ごとに    

    所管課は、別に定める補助金等の交付状況表（第１号様式）、「その他の支出」

の内訳（第１号様式別紙１）、及び補助金等の見直しに対する考え方（第１号様

式別紙２）を使用し、所管する補助金等の検証を行う。検証結果については、

予算編成時に政策課に報告する。 

②②②②     審査委員会における検証審査委員会における検証審査委員会における検証審査委員会における検証－３年ごとに－３年ごとに－３年ごとに－３年ごとに    

    審査委員会は、別に定める補助金等の見直し評価表（第２号様式）、及び補助

金等の見直し評価表集計表（第２号様式別紙１）を使用し、補助金等の検証を

行う。 

    審査委員会における検証では、所管課における検証結果や財政状況等を踏まえ、

総合的な検証を行うこととする。 

 

⑵⑵⑵⑵ 補助金補助金補助金補助金等等等等の随時検証の随時検証の随時検証の随時検証    

    所管課は、補助金等の定期検証のほか、年度を通じて、補助金等の新設や既存の 

補助金等の見直しが必要となった場合には、適宜検証を行うものとする。 

 

    ２２２２    検証結果の公表検証結果の公表検証結果の公表検証結果の公表    

   Ⅰ－６(透明性の確保)の規定に従い、検証結果を公表することにより、市民への

説明責任を十分に果たすものとする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



8 

 

別表：別表：別表：別表：補助対象外経費補助対象外経費補助対象外経費補助対象外経費    

    

補助対象経費の算定にあたっては、交付事業に要する経費とし、次に掲げる経費は補

助対象としないこと。 

 

対象外経費 説      明 

① 人件費 原則補助対象外とする。 

ただし、事業遂行上真に必要な場合は、事業を推進するために必要

な人件費のみは対象とできるが、団体運営のための人件費は対象外

とする。 

② 交際費  

③ 慶弔費  

④ 飲食費 原則補助対象外とする。 

ただし、当該団体等が１の年度において 1回限り開催する総会等又

はこれに類する会合に要するものを除く。 

⑤ 懇談会費  

⑥ 視察研修費 

旅費 

 

⑦ 負担金等 上部組織に支出している会費、負担金は、原則補助対象外とする。 

ただし、下部組織に助成金などの名目で支出している場合は、事業

内容を精査の上補助対象とできる。 

⑧ その他 市の基準を参考にし、社会通念上、公金で賄うことがふさわしくな

い経費 

 



第１号様式

　　補助金等の交付状況表　　補助金等の交付状況表　　補助金等の交付状況表　　補助金等の交付状況表
交付事業者名

代表者名

所在地・電話

交付事業者の規約

役員名簿

構成員名簿

補助金等の名称

補助金等の種別

補助金等積算式（文言で）

積算根拠数字 根　拠　項　目

過去３年間の収支状況 決算額 うち交付対象 決算額 うち交付対象 決算額 うち交付対象

収入の部

　前年度繰越金

　市補助金等

　その他補助金等

　寄付金

　会費等（構成員が負担するもの）

　その他の収入（利息等）

合　　　　　　計（A） 0 0 0 0 0 0

支出の部

　人件費

　報償費

　旅費（宿泊費を含む。）

　消耗品費

　燃料費

　食糧費（飲食を伴う会費を含む。）

　印刷製本費

　光熱水費

　通信運搬費

　手数料

　委託料

　使用料及び賃借料

　備品購入費

　負担金（飲食を伴わない会費を含む。）

　慶弔費

　その他の支出（別紙に内訳を記載。）

合　　　　　　計（B) 0 0 0 0 0 0

収支差引（翌年度繰越金）（A）－（B） 0 0 0 0 0 0

平成２６年度平成２５年度

　　　　　有（別添）　   　・　　　無　　　　

（電話　　　　　　－　　　　　　　　　）

　　　　　別　添

　　　　　別　添

　　　　　事業交付金　　・　　運営交付金　　・　　事業及び運営交付金

平成２４年度



（別紙１）

「その他の支出」の内訳 （単位：円）

決算額 うち交付額 決算額 うち交付額 決算額 うち交付額

※内容については、具体的に記入すること。

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
内　　　容



（別紙２）

見直しの項目

　　　　　　　　　　　　　ある

・拡充する必要

　　　　　　　　　　　　　なし

　　　　　　　　　　　　　ある

・整理する必要

　　　　　　　　　　　　　なし

　　　　　　　　　　　　　ある

・統合する必要

　　　　　　　　　　　　　なし

補助金等廃止に対する考え方

２６年度で廃止

２７年度で廃止

段階的に減額後廃止

廃止は困難

その他補助金等に対する意見

補助金等の見直しに対する考え方

補助金等の名称：

　　　『ある』　とした場合の理由を具体的に記入ください

　　　『廃止は困難』　とした場合の理由を具体的に記入ください


